
【参考８】職業安定局長が示す基準の例示（２） 

 

〔局長通達別添 4〕退職手当制度（一部） 

 

○退職手当制度がある企業の割合 

 H30 中小企業の賃金・退職金事情（東京都）  71.3％       以下略 

 

○退職手当の受給に必要な所要年数 

 

 H30 中小企業の賃金・退職金事情（東京都）            以下略 

 

○退職手当の支給月数 

 
 H30 中小企業の賃金・退職金事情（東京都）            以下略 

 

○退職手当の支給金額 

 

 H30 中小企業の賃金・退職金事情（東京都）            以下略 

 


